
          

 

御中 

株式会社ジャックス 御中 

 

かわしん大型フリーローン 

仮審査申込書（兼 保証委託申込書） 

 

ＦＡＸ：044-222-7694 
※本人確認書類（運転免許証表裏）も申込書と一

緒に送信して下さい。上記書類をお持ちでない場

合はパスポートまたは健康保険証 

私は、株式会社ジャックスの保証により下記のとおりローンを申込みます。 
 

下記太線内のすべての項目について、お申込みされるご本人さまがご記入ください。 お申込日 平成   年   月   日
フリガナ   

印 
フリガナ  

お 名 前     
姓 名 

ご住所 
〒   －  

生年月日 ３．昭和    年    月    日（満    歳） 
性

別

１．男性
 

２．女性
前住所

〒   － ※居住年数が１年未満の場合のみご記入ください

自宅電話 （       ） 

携帯電話 （       ） 

お借入希望額         万円 お使い 

み ち 

1.マイカー購 入 2.車検･修理 3.家屋増改築 

4.学校納付金 5.物品購入 6.冠婚葬祭  

7.レジャー･旅行 8.その他[       ] 

ご購入 

予定先 

※教育資金の場合は、学校名(予定)をご記入ください。

 

 
℡     （    ） 

お借入希望期間      年   か月 

お
勤
め
先 

フリガナ  

職  種 

1.正社員一般 2.正社員管理職  

3.法人役員    4.自営業 

5.国家公務員  6.地方公務員 

7.年金受給者 

8.その他[            ] 

業種 

1.製造 2.建築・土木 3.運送 4.飲食 5.理容・美容 

6.娯楽関連 7.旅行・ホテル 8.不動産 9.保険・証券 

10.その他金融 11.小売・卸売 12.その他サービス 

13.その他[         ] 勤務先名 

所属部課 [                      ] 勤務先電話番号 （    ） 勤続年数 年     か月 従
業
員
数

10人未満 

50人未満 

100人未満 

500人未満 

500人以上 

所在地     
〒   －    

前年
年収 万円

※前年年収とは、給与所得者の場合は
税込年収、自営業者の場合は経費控
除後の所得をさします。 

配偶者 有・無 同居のご家族 
 子 （    ）人 

その他（    ）人 
お住まい

・本人持家  ・家族持家  ・社宅･寮 ・賃貸マンション ・アパート 

・公営住宅  ・借家[一戸建 ・貸間･住み込み] ・その他[      ] 

居住

年数 年  か月

審査結果のご連絡先(電話連絡) １．ご自宅  ２．勤務先  ３．携帯 連絡希望日時  月    日   午前・午後    時頃

お取引希望店 １．（       ）支店 ２．ご自宅に最寄りの支店 ３．お勤め先に最寄りの支店 
※ご指定のない場合はご自宅に最寄りの支店とさせてい

ただきます。 
 

私（申込人）は、｢ローンのお申込内容｣および以下の「個人情報の取扱いに関する

同意条項(仮審査申込用)」、「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に

ついて」を確認のうえ、ローンを申込みます。 

お申込人氏名

(自署捺印) 
 印 

 

〔川崎信用金庫に対する個人情報の取扱いに関する同意条項(仮審査申込用)〕 

  私は、川崎信用金庫（以下「信用金庫」という。）が個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号）に基づ

き、個人情報を取得・保有・利用・提供することに関し、以下の条項を確認のうえ同意します。 

１．個人情報の利用目的 (1)信用金庫が融資業務における次の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取り

扱うことに同意します。①犯罪収益移転防止法に基づく本人の確認等ならびに、金融商品やサービスを利用する

資格等の確認のため②与信の申込や継続的な利用等に際しての判断のため③与信事業に際して信用金庫が加

盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供する

ため④その他、取引を適切かつ円滑に履行するため (2)法令等による利用目的の限定①信用金庫法施行規則

第 110 条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需

要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。②信用金庫法施行規則第 111 条等によ

り、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務

運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 

２．個人情報の提供 信用金庫が株式会社ジャックス（以下「保証会社」という。）に保証会社の与信判断ならびに与信

後の管理のために必要な範囲で、信用金庫の保有する個人情報を提供することに同意し、ならびに、保証会社よ

りこの申込の与信判断の結果に関する情報の提供を受けることに同意します。 

３．個人信用情報機関の利用・登録等 個人信用情報機関の利用・登録等について、別掲の「個人信用情報機関の

利用・登録等に関する同意条項（仮審査申込用）」に同意いたします。 

〔株式会社ジャックスに対する個人情報の取扱いに関する同意条項(仮審査申込用)〕 

１．個人情報の収集・保有・利用 

私は保証会社が保証委託契約の申込み（以下「本申込」という。）の与信判断のため、以下の個人情報（以下これ

らを総称して「個人情報」という。）を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。①氏名、年

齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先（お勤め先内容）、家族構成、住居状況、メールア

ドレス、ユーザーID 等、本人を特定するための情報 ②本申込に関する申込日、資金使途、契約予定借入予定

額又は極度予定額、返済期間、返済方法、返済口座 ③私が申告した資産、負債、収入、支出、保証会社が収集

し保有・管理するローン利用履歴またはクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況 ④本申込に関し、犯罪

による収益の移転防止に関する法律に基づいて、又は保証会社が必要と認めた場合に、私の運転免許証・パス

ポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得するこ

とにより得た記載内容情報 ⑤電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報 

２．個人信用情報機関への登録・利用 

私は、個人信用情報機関の利用・登録等について、別掲の「個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項

(仮審査申込用)」に同意します。 

３．保証会社は、私が本申込に必要な記載事項（申込書表面で私が記載すべき事項）の記載を希望しない場合及び

本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本申込をお断りすることがあります。 

４．個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申

出等に関しましては、下記までお願いします。 

・東京カスタマーセンター（お客様相談室） 

〒243-0489 神奈川県海老名市中央 2-9-50 海老名プライムタワー  

℡046-233-1995 

５．本申込が不成立の場合であっても本申込をした事実は１．及び別掲の「個人信用情報機関の利用・登録等に関す

る同意条項(仮審査申込用)」に基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。な

お、本申込書の写し等は保証会社にて一定期間保管後、破棄するものとします。 

別掲 [個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項(仮審査申込用)] 

１．信用金庫または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個

人情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって

登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む）が登録されている場合には、信用金庫または保証会社がそ

れを与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、

返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ）のために利用することに同意いた

します。 

２．信用金庫または保証会社がこの申込みに関して、信用金庫または保証会社の加盟する個人信用情報機関を利

用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が、全国銀行個人信用情報センターに１年を超え

ない期間、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構に６ヵ月間登録され、同機関の加盟会員によって自己

の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。 

３．個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されてお

ります。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（信用金庫および保証会

社ではできません）。 

(1) 信用金庫が加盟する個人信用情報機関 

   ・全国銀行個人信用情報センター 

 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html  ℡03-3214-5020 

(2) 保証会社が加盟する個人信用情報機関 

    ・㈱シー・アイ・シー http://www.cic.co.jp/ ℡0120-810-414 

・㈱日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp/  ℡0120-441-481 

※全国銀行個人信用情報センター、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構は相互に提携しています。 

〔反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意について〕 

1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴

力団員等」という。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを確約します。（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること （2）暴

力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること （3）自己もしくは第三者の不正の利益

を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる

関係を有すること （4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること （5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有すること。 

2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。（1）暴

力的な要求行為 （2）法的な責任を超えた不当な要求行為 （3）取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を

用いる行為 （4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業

務を妨害する行為 （5）その他前各号に準ずる行為 

3. 私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、

または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが

不適切である場合には、私は信用金庫から請求があり次第、信用金庫に対するいっさいの債務の期限の利益を

失い、直ちに債務を弁済します。 

4. 前項の規定により、私に損害が生じた場合にも、信用金庫になんら請求をしません。また、信用金庫に損害が生

じたときは、私がその責任を負います。 

以 上(2014.4) 
＊ 仮審査申込書ご記入に際しての留意事項 １．仮審査申込書は、「仮」の審査申込書です。ご利用に際しては、審査結果のご連絡の後、所定の日までにご来店のうえ、別途正式なお手続きが必要となります。その際には所得証

明書・運転免許証・健康保険証・見積書などの所定の確認資料が必要となります。また、記載内容確認のため、ご家族または勤務先にお問い合わせすることがありますのでご了承ください。２．仮審査申込書に関する各項目にご記入い

ただけない場合、または審査結果により、ご要望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。なお、ご提出いただいた申込書類はご返却いたしません。３．仮審査申込書の記載内容と、ご来店時に記入・提出いただく正式

な申込書ならびに確認資料の内容とが相違している場合、あるいは正式な申込迄の間に著しい信用変動がある場合は、ご連絡した審査結果にかかわらず、ご契約をお断りする場合がございます。４．「個人情報の取扱いに関する同意

条項(仮審査申込用)」は、仮審査申込段階の範囲で記載しています。正式なお手続きの際には、正式な申込時の「個人情報の取扱いに関する同意条項」をご確認ください。本同意条項および正式な申込時の同意条項の内容の全部

または一部に同意できない場合、ご契約をお断りすることがあります。 
【信用金庫使用欄】                                                                               (2014.4) 

受付日時 平成    年     月     日(   時   分) 
申込経路

(勧誘場所)
1.店頭窓口 2.得意先(職場) 3.得意先(自宅) 9.その他(   ) 

取引内容

・給与振込   ・年金振込  ・定期性預金（     千円     年    ヵ月） 

・定期積金（ 毎月     千円     年    ヵ月）  ・公共料金自振 

・住宅ローン  ・国債等資産預り  ・自金庫個人会員 

担当者印 検 印 

仮申込内容確認 平成    年     月     日(   時   分) 方法  確
認
者
印 

 検 

印 

 

  
取引開始日 S ･ H          年        月         日 

結果連絡日時 平成    年     月     日(   時   分) 審査結果    
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